
【広域図】
※海水浴場の追加測点は北側・南側に２箇所ずつ設定予定

【拡大図（半径3km）】

共同漁業権非設定区域
（東西1.5km、南北3.5km）
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＜凡例＞

：海水中トリチウムの測点

：主要７核種、その他関連核種、
水生生物の測点

：海水中トリチウムの測点
※セシウム、ストロンチウムの既存測点を活用

：海水中トリチウムの既存測点
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